
１．は じ め に

現代社会の様々な場面には，多くのリスクが存在

し，それらのリスクを回避することは，現代に生き

るわれわれにとって重要な課題となっている。生活

環境におけるリスクでは，良好な住環境が重要であ

り，住環境のなかにリスクを生じる施設が存在する

ことは，地域住民にとって耐え難い精神的，肉体的

に苦痛を生じることがある。

例えば，原子力発電所，廃棄物処理施設，自衛隊

も含む軍事的な施設などの立地に対して，社会的な

必要性があるといわれながらも，それらの施設の周

辺住民にとっては，住環境を悪化させる極めて「迷

惑」な施設であり，住環境にとって重大なリスクと

なる。

こうした施設を立地させることは，社会構成員が

だれでも利用できる，あるいはその存在によって社

会全体に便益を与えることから公共財であると認識

され，地域住民の懸念，あるいは実際の不利益は無

視されてきた。ところが社会全体の多数の認識とは

異なり，地域住民が重大なリスクであると認識し，

相互の重大な齟齬（ギャップ）が生じた場合，社会

と地域の間でリスクを配分することを巡って，とき

に深刻な紛争に発展することがある。

とりわけ，迷惑施設の立地に反対する地域住民の

態度に対してリスクを直接受けることの無い住民た

ちは，反対する地域住民の動きに対して「地域住民

のエゴ」であると捉えることがある。所謂，NIMBY

（Not in my backyard）である。NIMBYとは，社

会的な必要性は認めるが，迷惑な施設が自分の裏庭

に立地することは認められないというものである。

地域のリスクは，社会全体にとっての利益が重要

であるというコンテクストによって隠蔽されてしま

うおそれを内包しているのである。NIMBYが顕在

化することについては「被害者が直面している不正

義が社会のなかで気づかれ，是正されなければなら

ないにもかかわらず，気づかれもせず，よしんば気

づかれたとしても何らの対処もされずに黙認されて

しまうような受動的な環境不正義」を告発する運動

が発生してきた（池田 2005），との指摘もあるが，

迷惑施設の持つ社会的な合理性と周辺住民の合理性

の間の深刻なギャップについては，社会の多数派の

利益が優先され，地域が受けるリスクを回避するこ

とについて，その問題点，とくに社会と地域社会の

ふたつの主体のリスクに対する認識の不一致につい

て，経済成長の源泉である電力の安定供給を強調す

る原子力発電所と，資源循環型社会形成を謳ったス

ローガンの下で必要不可欠とされる廃棄物処理（特

に循環資源の利用のための）施設を例に問題点を整

理する。

２．NIMBYの本質

環境社会学においては，環境問題における被害

者・加害者をより広い社会集団に置き換えて，被害・

加害間の不平等な構造を明確にしてきた（堀川三郎

1999）。なかでも梶田は，各種の大規模開発が社会紛

争を生起させていることに注目し，それを解く鍵と

して受益圏／受苦圏概念を提示している（梶田

1979）。それによれば環境問題を引き起こす事業から

利益を受けている社会集団は，多くの場合，人口，

経済力，政治力，文化・生活水準が優越している人々

や地域であり，環境問題によって苦痛を受けている
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社会集団や地域はその外側にあり，受益圏には，利

益の代弁者が存在するが，受苦圏には代弁者が存在

しないために，苦しみが放置されるとしている。

このような，受益圏（者）と受苦圏（者）の対立

の背景にあるNIMBYを解決するためには，民主的

な合意形成が必要である。なかでも当該施設の必要

性に対して地域住民が「必要性」と「迷惑性」のど

ちらを選択するのかを決定する意思決定プロセスに

おいては，民主的な運営，議論の透明性の確保が重

要である。さらに，その際に提示されるデータや科

学的根拠については，利害関係のない第三者によっ

て評価されることやNIMBYが生じる地域住民の

意識の背景を明確にすることが重要である。

本稿では，まず廃棄物処理施設に対するNIMBY

の構造を明らかにし，次いで原子力発電施設に対す

るNIMBY成立の問題点を取り上げ，それらの施設

に対する地域住民の意識や行動について整理し，地

域と社会のリスクの配分のあり方について考察す

る。

３．廃棄物処理施設におけるNIMBY

廃棄物問題は，文明の発展とともに生じてきた。

例えば，平安時代初期に編纂された『続日本紀』の

「汚き佐保川」では，当時の廃棄物に関する記述がみ

られる。また，784年に平城京から長岡京に遷都し，

10年後に再び平安京に遷都したのは，生活環境の悪

化が背景にあったのではないかとの説がある。すな

わち，当時は生活系の廃棄物（都市ごみ，し尿など）

を川に流して処理していたため人口が集中する都市

には，大きな河川が必要であったが，平城京があっ

た大和盆地には，十分な容量をもつ河川がなく人口

の増加に伴って増加する廃棄物を処理することがで

きなかったため，止む無く遷都せざるを得なかった

という説である。いずれにしても廃棄物を放置する

と生活環境が悪化するために，いずれかの手段で遠

隔地に投棄されることが必要となってきた。

東京では江戸時代（明暦元年，1655年）から現在

の江東区の海岸部にごみを投棄してきたが，1950年

代半ばの高度経済成長期，廃棄物の排出量が増大し，

大量のごみ収集車が，最終処分場（海面埋立地）が

立地する江東区内に集まったことによって区内の各

地で悪臭やごみによる火災，交通渋滞，ハエの発生

などが深刻な問題となっていた。そのため，ごみを

受け入れている江東区と，排出している杉並区の間

で起きた紛争である。紛争の発端は，東京都が急増

するごみ対策として都内８か所に一時的なごみ集積

所を設けようとしたところ，その一つとなった杉並

区和田堀公園周辺の住民が工事を実力阻止する事件

が発生した。杉並区の住民は，ごみ問題の解決に対

して積極的ではないと見た江東区は，区長自らが杉

並区のごみの搬入を江東区の道路上で止めた。さら

に杉並区内に清掃工場を建設することに反対するな

どの動きに対して，ごみの受け入れ住民である江東

区民は反発し，杉並区のごみの搬入阻止を決定した。

東京都清掃労働組合も杉並区内での収集を拒否する

など地域住民と受け入れ住民の対立が表面化したの

である。こうした事態を受けて当時の美濃部亮吉東

京都知事が「ごみ戦争宣言」を行った。その後も東

京都による焼却処理を中心とする清掃工場の用地選

定を巡って住民の反対など廃棄物問題は深刻化して

いった。美濃部知事は，清掃工場の建設のために強

制収用手続きを再開するなどの対応を進めるが，反

対派住民は，工場建設に対する訴訟が相次ぐなど泥

沼化していった。

こうした，ごみ排出者と処理施設の立地する地域

住民との間の対立は，公害問題の特有の構造と同様

である。つまり公害とは，事業活動をはじめとする

人間の行為によって，人間生活の基盤である環境中

に有毒・有害なものが排出され，生活環境が変化し，

人の健康や生命に損害が生じることである。公害が

発生すると，被害者は，自分の受けている苦痛は，

加害者の行為が原因であるとして，その行為を止め

るように要求する。一方の加害者は，加害の因果関

係を認めず，行為を止めようとしない。事業活動の

ように，その行為が公共性を有する場合，公共性が

あるが故に被害者は我慢すべきであるという論点が

出現する。

前述のように環境社会学においては環境問題に関

する地域の問題を「受益圏」と「受苦圏」という考

えを示している（舩橋他 1985）。これをもとに，廃

棄物処理施設の受益圏，受苦圏を整理すると次の図

のように表すことができる。廃棄物処理施設によっ
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図1 廃棄物処理施設の受益圏・受苦圏



て不利益，すなわち住環境の悪化につながると考え

る人びとの受苦圏は，受益圏，すなわち廃棄物処理

施設の設置によって利益を得られる受益圏のなかに

ある。

例えば，新幹線による騒音・振動の被害に対して，

広範な「拡散した受益圏」が存在する一方で，「局地

化された受苦圏」がつくられるということである。

受益圏と受苦圏は，空間的に分離され，受益者の「公

共の利益」に対する主張は，地域的に限定された受

苦者にとっては，到底受け入れることはできない。

このような二者の対立を解決するためには，受益者

が対策費用を負担するか，被害に対する補償を行う

ことである。これは環境政策の基本である「汚染者

費用負担の原則（Polluter Pays Principle：PPP）

である。

ごみ処理にともなって発生する排ガスの処理，悪

臭や交通渋滞などの公害問題を防止するための費用

を原因者が負担することで受苦圏に住む地域住民の

合意を取り付けることができるとするものである。

また，近年，多くの自治体が導入している〝ごみの

有料化"も受益圏に住む人びとにもごみの排出量に

応じて費用負担を求めることにより，ごみ問題の存

在を認識させ，排出を抑制する効果が期待される。

しかしながら，費用負担のあり方だけでは迷惑施

設の立地問題を解決することはできない。施設はい

ずれどこかの地域に設置しなければならないし，金

銭では抜本的な解決とはならない。全国の廃棄物処

理施設の建設をめぐる地域紛争の事例をまとめたレ

ポート（21世紀の廃棄物を考える懇話会2001年）に

よれば，1997年８月から９月にかけて実施した調査

で全国669市のうち，約20％が立地に関わる紛争を

抱えていることを示している。

また，特筆すべき内容として「主な反対者が建設

地の住民よりもその周辺の住民の方が多いという，

いわゆるドーナツ化現象がみられる」ということで

ある。このことについては後に原子力発電施設の項

で整理する。

なお，アンケート調査で得られた反対住民の理由

は，①住宅地に近接，②学校・病院に近接，③施設

の規模が過大・ごみ減量が先決，④ダイオキシン，

⑤情報公開が不足，⑥コミュニケーションが不足，

⑦最終処分場の安定性，⑧適地選定過程が不明確，

⑨地下水汚染などを挙げている。

いずれにしても迷惑施設を立地するためには受苦

圏の人びとの反対意見を踏まえて合意形成を図るこ

とが重要である。このことについて「公論形成を合

理的な手続きを踏むことによって達成する必要があ

る」とし，合意形成のあり方を一元化し規範化した

ことを対象化する試み（土屋 2008）」などもある。

そもそも用地の選定が重要であるにも拘らず，用

地選定委員会は，多くの場合，住民が参加しておら

ず，学識経験者が参加することもまれであるといわ

れている。そのため受苦圏に居住する住民が加わっ

たなかで候補地を選定することは極めて困難であ

り，候補地を選定するまでが行政の仕事であるとい

う認識が生じることになる。そして「ノイズを排除

し，徹底的に合理的なコミュニケーションをとった

り，ローカル・ポリティクスのなかで住民運動を動

員し反対政治を組織したりすることによって問題解

決の突破口を見出そうとするのではなく，それぞれ

の地域におけるプロセスや構造的な制約を明らかに

することによって，多元的で地域固有な合意形成の

可能性を提示」（土屋 2008）している。

既に述べたように迷惑施設の建設にあたっての合

意形成のプロセスは，従来一部の利害関係者だけで

調整されるなど不透明であったが，透明で合理的な

ものとなってきている。とりわけ，近年では参加型

民主主義を重視するなかで合意形成の場の公開や民

主的な運営は不可欠となっているとはいえ，議論の

中心が条件交渉に終わらせてはならない。

行政と住民，とりわけ受苦圏と受益圏に居住する

住民が同席した上で，地域の有り様を議論する契機

としなければならない。いわゆる「協働」の取り組

みであり，地域住民自らの課題であることを認識す

ることが必要である。

４．原子力発電所のNIMBY

一方，原子力発電所の受益圏，受苦圏は，廃棄物

処理施設とは異なり，ふたつの圏域は，図２に示す

ように離れている。

2011年３月11日の東日本大震災による津波は，

東北地方沿岸部に甚大な被害をもたらした。なかで
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図2 原子力発電所の受益圏，受苦圏
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も福島第一原子力発電所を襲った津波は，水素爆発

とそれに伴う放射性物質の東日本太平洋沿岸への拡

散を引き起こし，福島県東部を中心に，放射能汚染

地帯が出現した。放射能汚染の危険性について筆者

は専門外であるので，詳しく述べることはできない

が，一旦，炉心が溶融するような重大な事故が発生

した場合，放射能汚染が広範に拡がり収斂させるま

でには想像を超える年月と膨大な費用が必要である

ことは認識している。

商業用原子力発電所が登場してから，およそ半世

紀，チェルノブイリ，スリーマイル島，今回の福島

など，深刻な事故が繰り返し発生しているにもかか

わらず，国，電力業界は安全性を喧伝し続け，一旦

すべての原子炉を停止しながら，再稼働が次々と進

められている。

こうしたなかで，地域住民は社会的合理性とどの

ように向き合うことができるのか，福島の原子力発

電所の立地の経緯を概観してみよう。

福島に原子力発電所を建設する計画が明らかに

なった当時，原発誘致の話は，地域にとって闇路の

一灯であり，拒否する理由も存在しなかったといわ

れている。当時の最大野党であった社会党の政策も

原発推進であり，地域の一部の社会党議員による反

対運動に対しても積極的な支援を行っていない。

原子力発電所は，なぜ多くが人口の少ない過疎地

に立地しているのであろうか。その理由については

田中角栄の「日本列島改造論」をみていきたい。田

中の主張は「国民がいま，なによりも求めているの

は，過疎と過密の弊害の同時解消」であり，「そのた

めには，都市集中の奔流を大胆に転換して，民衆の

活力と日本経済のたくましい余力を日本列島の全域

に向けて展開する」ことであるとしている。そして

電力に対しては「通産省の推計によると，昭和60年

度の電力需要をまかなうためには，発電能力を昭和

46年末に比べ，3.5倍以上引き上げなくてはならな

い。このうち火力発電が半分，原子力発電が三割を

占める見込みである。しかし，電力会社が勝手に敷

地を拡張し，発電所を新設することは地元の反対で

難しくなってきている。放射能問題については，海

外の実例や安全審査委員会の審査結果にもとづいて

危険がないことを住民が理解し，納得してもらう努

力をしなければならない」として原発は，地域社会

の福祉に貢献し，地域住民から喜んで受け入れられ

るような福祉型発電所であると当時の政府などは，

強調している。

そして地方に原発を建設するために1974年に次

のような電源三法を施行した。①電源開発促進税法，

②電源開発促進対策特別会計法，③発電用施設周辺

地域整備法であり，発電所が立地する市町村および

その周辺地域の公共施設を整備し，過疎から脱却を

果たすのを目的としている。原発立地が過疎地であ

る理由は，原子力発電所の立地には，①大量の冷却

水が必要であること，②強固な岩盤上に直接設置す

ること，③一定以上の土地があることとされている

ことであり，さらに，国が定めている「原子炉立地

審査指針」では①原子炉の周囲は，原子炉からある

距離の範囲内は非居住区域であること，②原子炉か

らある距離の範囲内であって，非居住区域の外側の

地帯は，低人口地帯であること，③原子炉敷地は，

人口密集地帯からある距離だけ離れていることの三

条件を示していることと明記している。いわば事故

を想定して，人口密度の低い地域に立地している。

いわゆるNIMBYとは逆に，地域住民は社会的合

理性の下で地域においても財政効果があるとして原

発立地を受け入れたのである。さらに昨年末の衆議

院選挙で，安倍政権は，経済政策「アベノミクス」

を最大の争点とし，その実現のために原子力を重要

なベースロード電源と位置付け「活用」すると選挙

公約に掲げた自民党ではあったが原発・エネルギー

政策は争点としては，必ずしも深まらなかった。そ

の結果，原発を抱える14小選挙区のうち11選挙区

では自民党候補が当選し，政府の再稼働方針は結果

として有権者から支持された形となった。

前述したように，廃棄物処理施設の建設に対する

反対は，必ずしも地域の住民ではないのと同様に，

原発においても，「原発の近隣に居住する人びとは，

まさに関係者の一人として，一般の人々よりよりも

原子力に対する理解が深いことが知られている」（西

川雅史 2015）という指摘もあるように過疎地域にお

いて原発の立地は，雇用機会の創出，地域経済の活

性化につながることがNIMBYを沈黙させたので

ある。

しかし，原発が立地する地域にはこれまで政府が

述べてきた原発の安全性を一方的に受忍することが

できない住民は少なからずいるはずである。今後は，

安全性を認めることのできない住民に対して，避難

地域からの転居，転職のための手厚い対応が必要で

ある。そのための費用は，原発によって便益を受け

てきた国民が応分の負担をするべきであろう。

住民の反対により原発立地を断念させた地域は，

全国に34カ所あるといわれている。例えば，三重県

紀北町・大紀町の芦浜原発，和歌山県日高町の日高

原発，徳島県阿南市の蒲生田原発などである。反対

した住民は，原発が立地することによって地域が受
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苦圏になることに重大な懸念を感じ，自らの生活を

守り，子孫に土地や海などの自然を守ることの重要

性を強く訴えた。こうした地域住民に対して受益圏

にある人びとの対応も求められる。

さらに，福島原発の事故により広範囲が放射能に

汚染されたため，除染作業によって放射能に汚染さ

れた土砂などが大量に発生している。環境省は，除

染によって放射性物質で汚染された土や廃棄物は，

国の責任で保管する中間貯蔵施設を確保するとして

いますが，設置する場所や時期など具体案は決まっ

ていない。こうした中間貯蔵施設の立地においては，

深刻なNIMBYが顕在化する。汚染物質は，先に述

べた環境政策の基本である PPPに従うならば，そ

の原因者である東京電力が費用負担するべきである

が，放射能は著しく危険であり，安定するまで極め

て長期間が必要であること，量的に膨大であること

から，金銭面だけで処理施設の立地を進めてはなら

ない。

５．ま と め

本稿では，廃棄物処理施設と原子力発電所の立地

を例にNIMBYの解決の方途について若干の整理

を試みた。迷惑施設が立地する住民の自律性と生活

環境の保全をどう接合することが出来るかの試論で

ある。すくなくともそれぞれの施設が社会にとって

不可欠な施設であるとするならば，立地する地域を

どこかに確保しなければならない。ところが迷惑施

設の立地にあたって，当該地域の人びとが反対する

と，そのような施設が立地する地域から遠く離れた

人びとは，当該地域の反対運動に対してNIMBYで

あると批判的になる。一方で，迷惑施設の立地が求

められる地域の多くは過疎地域にあり，財政的な支

援によって迷惑施設の立地に合意せざるを得ない状

況もある。このように受益圏，受苦圏のみならず，

科学的な知見を踏まえて国民的な議論としていかね

ばならない。むろん，受益圏と受苦圏の二項対立だ

けではなく，それぞれのなかに利害対立が生じて立

地が著しく困難となった場合には，マクロ的な視点

にもとづく政策判断も加味せざるを得ないだろう。

しかし，迷惑施設の立地に対して，地域住民の

NIMBYと片付けるのではなく，様々な利害関係を

慎重に解きほぐすことが重要であり，そのような合

意形成プロセスによって相互の情報を共有すること

が重要である。

筆者は，NIMBYを経済学の視点からの整理を試

みている（押谷 2012）。これまでの経済学では，環

境問題は外部不経済ないし社会的費用として捉えて

きたことからNIMBYを解決することの困難性を

示した。そして，ゲーム理論にもとずいて，二者（こ

こでは社会と迷惑施設の立地する地域住民）の対立

を簡単な利得行列によって，他者との情報共有が成

されずに其々が自分の利益拡大だけをめざすと結果

的に社会全体が大きな不利益を受けることを示し

た。今後さらに実証研究と分析を進めることが今後

の課題である。
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Abstract
 

Waste treatment facilities generate a bad smell,collection vehicles due to traffic congestion is increased,

is annoying facility for residents of the surrounding area.

However,waste treatment facilities,is socially necessary. So,it also allows local residents is a social
 

needs. However, it will considered to be the area that people not want locate such facilities. Such a
 

concept has been referred to as the NIMBY syndrome.

In this paper,we summarize mechanism of peoples’consciousness to such annoying facilities and how to
 

resolve the NIMBY in trouble facilities such as waste treatment facilities and nuclear power plants.
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